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園
田
囲

宮
司

稲
葉

喜
代
子

ご
崇
敬
者
の
皆
様
、
各
地
よ
り
ご
参
拝

戴
き
ま
す
皆
様
に
は
、
益
々
ご
清
祥
の
段

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
日
頃
は
、
伊
賀

東
照
宮
の
護
持
運
営
に
付
き
ま
し
て
多
大

な
る
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

扱
、
既
に
四
年
目
に
入
っ
た
、
コ
ロ
ナ

禍
世
情
は
感
染
症
も
沈
静
化
・
マ
ス
ク
も

自
己
判
断
と
な
り
隠
れ
感
染
症
等
報
道
も

さ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
九
月
に

入
り
コ
ロ
ナ
新
変
異
株
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
同
時
流
行
と
気
を
許
せ
な
い
日
々
。

し
か
し
な
が
ら
全
国
の
神
社
で
は
、
元

の
お
祭
り
・
神
賑
行
事
等
が
復
活
し
、
氏

子
・
崇
敬
者
の
意
識
が
高
ま
っ
て
来
た
こ

の
年
、
神
社
は
祭
司
の
厳
粛
に
努
め
氏

子
・
崇
敬
者
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
、
人
生

の
指
針
で
あ
り
た
い
と
願
う
と
こ
ろ
で
す
。

今
日
で
は
、
海
外
か
ら
の
多
く
の
観
光

客
が
来
日
さ
れ
、
人
の
往
来
も
戻
り
国
内

外
も
息
を
吹
き
返
し
っ
つ
あ
り
ま
す
が
、

世
界
に
目
を
向
け
れ
ば
、
侵
略
戦
争
・
飢

餓
温
暖
化
に
よ
る
異
常
気
象
か
ら
の
大
災

害
・
地
震
・
物
価
高
騰
と
気
が
休
ま
る
こ

と
の
な
い
日
常
、
こ
の
よ
う
な
時
に
こ
そ

神
社
の
役
割
は
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

今
こ
そ
日
本
は
、
ご
皇
室
・
神
宮
様
を

い
た
だ
お
お
祭
り
ヾ
神
棚
を
と
お
し
て
神

さ
ま
へ
日
々
の
感
謝
を
祈
る
こ
と
、
ご
神

徳
の
宣
揚
に
努
め
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。会

報
発
刊
に
よ
り
、
多
く
の
皆
様
と
結

ば
れ
、
日
本
・
世
界
が
平
和
で
皇
室
の
弥

栄
と
皆
様
の
幸
福
を
御
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
。

寄
、
罵
麿
悟
性
高
島
麿
用
匿
膚
医
事
十
時
匿
匿
い
博
i
膚

穂
川
家
の

家
運
上
昇
の
源
流

令
和
四
年
の
昨
年
は
、
家
康
公
ご
誕

生
天
文
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
壬
寅

年
か
ら
四
八
〇
年
経
て
、
令
和
五
年
笑

卯
年
は
、
動
物
の
兎
が
あ
て
ら
れ
ま
す
。

ま
た
勢
い
よ
く
波
を
飛
び
回
る
姿
は
飛

躍
の
あ
ら
わ
れ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

徳
川
家
の
遠
祖
松
平
有
親
・
親
氏
が

諸
国
流
浪
中
、
信
州
の
郷
士
林
藤
助
光

政
の
家
を
訪
れ
ま
し
た
。
光
政
は
、
年

の
暮
れ
で
何
も
振
る
舞
う
も
の
が
無
か
っ

た
為
、
正
月
の
膳
は
豊
か
に
し
よ
う
と

雪
中
で
一
羽
の
兎
を
捕
ら
え
、
吸
い
物

を
作
り
も
て
な
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
以
来
、
幸
運
に
恵
ま
れ
た
徳
川
家

で
は
、
開
運
の
基
と
し
毎
年
正
月
に
兎

の
吸
い
物
を
嘉
例
と
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

日
光
東
照
宮
殿
で
は
、
こ
の
故
事
に

倣
い
、
元
旦
の
歳
旦
祭
に
は
神
鋲
の
一

つ
と
し
て
兎
が
お
供
え
さ
れ
ま
す
。

御
祭
神
徳
川
家
康
公
・
御
祖
先
松
平

家
に
は
家
運
上
昇
の
守
り
神
と
し
て
、

大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た

ま
つ
り
の
意
味

一
、
神
さ
ま
を
招
き
そ
こ
に
お
鎮
ま

り
を
願
い

二
、
神
さ
ま
に
接
待
申
し
上
げ
る

ま
つ
り
の
精
神
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

ま
つ
り
の
精
神
は
、
私
た
ち
民
俗
の
祖

神
、
祖
先
に
感
謝
の
念
を
さ
さ
げ
、
天
地

自
然
の
恵
み
に
感
謝
す
る
こ
と
を
第
一
義

と
し
、
神
さ
ま
に
対
し
、
ま
こ
と
を
さ
さ

げ
、
ご
神
意
に
か
な
う
よ
う
み
ん
な
が
一

つ
の
心
に
ま
と
ま
り
、
よ
り
よ
い
社
会
生

活
を
築
く
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
が
神
を
ま
つ
り
合
う
、
す
な
わ
ち
、

ま
つ
ろ
う
(
陳
牒
す
る
)
心
に
つ
な
が
り

ま
す
。

氏
神
様
の
社
が
一
つ
の
町
や
村
を
単
位

と
し
て
存
在
す
る
の
も
、
そ
の
社
が
町
・

村
の
人
々
全
員
が
そ
ろ
っ
て
祖
神
と
天
地

自
然
に
恩
謝
し
、
郵
い
の
幸
せ
を
祈
り
あ
っ

て
来
た
共
同
の
ま
つ
り
の
場
で
あ
っ
た
か

ら
で
す
。

神
社
の
年
一
回
の
例
祭
に
は
町
内
あ
げ

て
家
の
内
外
を
問
わ
ず
清
掃
に
つ
と
め
、

シ
メ
ナ
ワ
を
張
り
、
提
灯
を
下
げ
神
さ
ま

の
お
迎
え
を
す
る
準
備
お
こ
た
れ
な
く
余

念
が
な
い
の
は
、
こ

の
よ
う
な
意
味
か
ら

当
然
の
こ
と
と
い
え

ま
し
ょ
,
つ
。



令和5年NHK大河ドラマ「どうする家康」

伊賀東照宮 期間限定御朱印授与について

期
間
限
定
御
朱
印
・
オ
リ
ジ
ナ

ル
御
朱
印
帳
奉
製
に
携
わ
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
伊
賀
市
在
住
の

和
田
寛
様
を
ご
紹
介

新
春
よ
り
、
徳
川
家
康
公
を
主

人
公
と
し
た
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ

「
ど
う
す
る
家
康
」

放
送
に
つ

き
、
こ
の
度
、
伊
賀
東
照
宮
オ
リ

ジ
ナ
ル
御
朱
印
帳
と
N
H
K
大
河

ド
ラ
マ

『
ど
う
す
る
家
康
』

ロ
ゴ

入
り
の
期
間
限
定
御
朱
印
奉
製
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

私
は
歴
史
に
興
味
が
あ
り
城
郭

や
寺
社
仏
閣
を
巡
り
な
が
ら
御
城

印
や
朱
印
を
集
め
て
い
ま
す
。
ま

た
デ
ザ
イ
ン
活
動
も
お
こ
な
っ
て

お
り
気
に
入
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
グ

ッ
ズ
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
自
身
で
作
っ
た
朱
印
帳

を
持
っ
て
伊
賀
地
域
の
御
朱
印
を

集
め
て
回
る
中
で
伊
賀
東
照
宮
へ

参
拝
さ
せ
て
頂
く
機
会
が
巡
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
中
で
私
が
作
成
し
た

朱
印
帳
を
目
に
留
め
て
頂
き
、
稲
葉

宮
司
様
の
ご
英
断
に
よ
り
伊
賀
東
照

宮
オ
リ
ジ
ナ
ル
御
朱
印
帳
の
製
作
要

請
を
賜
る
事
と
な
り
ま
し
た
。

折
し
も
、
本
年
は
N
H
K
大
河
ド

ラ
マ

『
ど
う
す
る
家
康
』

が
放
送
さ

れ
る
年
で
あ
り
、
家
康
公
に
ま
つ
わ

る
寺
社
仏
閣
、
城
、
ゆ
か
り
の
地
等

が
大
き
な
ブ
ー
ム
に
な
る
事
に
も
着

眼
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
期
間
限
定
御
朱

印
の
製
作
依
頼
も
頂
戴
し
ま
し
た
。

特
に
限
定
の
朱
印
は
大
河
ド
ラ
マ

『
ど
う
す
る
家
康
』

の
ロ
ゴ
を
使
用

す
べ
く
N
H
K
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

社
と
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
締
結
し
希

少
性
・
話
題
性
を
高
め
た
御
朱
印
が

完
成
し
、
開
始
時
に
は
地
域
情
報
紙

や
地
元
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
取
材
効

果
で
大
き
な
反
響
と
な
り
幸
先
の
よ

い
ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
奉
製
に
関
し
ま
し
て
は
ご

祭
神
の
御
力
に
よ
り
諸
事
順
調
に
進

め
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
稲

葉
宮
司
様
を
始
め
関
係
の
皆
様
よ
り

適
切
な
ご
指
導
や
ご
助
言
を
賜
り
集

中
し
て
製
作
活
動
を
行
う
事
が
で
き

ま
し
た
。

今
回
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
御
朱
印
帳
と

期
間
限
定
御
朱
印
の
奉
製
に
携
わ
る

貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
心

よ
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

伊
賀
東
照
宮
年
中
行
事

限定御朱印授与のご案内 
NHK大河ドラマ「どうする家康」限定御朱印授与 

を、好評につき引き続き頒布致しておりますが、本年 

12月放送終了にあわせ、12月末をもって終了と致しま 

す。お早めにお受け下さい。 

l
月
l
日

l
月
7
日

1
月
1
5
日

2
月
3
日

2
月
1
7
日

4
月
1
7
日

6
月
1
7
日

6
月
0
0
日

7
月
7
日

7
月
2
9
日

1
0
月
1
7
日

u
月

n
月
1
7
日

1
2
月
1
7
日

1
2
月
2
6
日

1
2
月
3
1
日

歳
旦
祭

新
年
祈
祷
一
月
中

七
穂
築

山
の
神
祭

小
豆
粥
奈

古
札
焼
納
祭

節
分
祭

湯
立
神
事

厄
除
祈
願
祭

祈
年
祭

春
季
例
大
祭

水
無
月

(
夏
越
の
大
祓
祭
)

崇
敬
者
の
大
祓
祭

夏
越
の
大
祓
祭

神
職
の
み

天
命
祭

七
夕
き
き
ょ
う
夏
ま
つ
り

創
始
者
月
次
祭

新
嘗
祭

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
め
祭

秋
季
例
祭

大
国
主
命
御
神
像
揮
受
鎮
座
祭

師
走
の
大
祓
祭

崇
敬
者
の
大
祓
祭

徳
川
家
康
公
生
誕
祭

師
走
の
大
祓
禁

除
夜
祭

毎
月
の
月
次
祭
は
、
1
日
、
1
7
日
、
2
6
日
(
月
生
誕

祭
)
、
2
 
7
日
、
2
 
9
日
に
行
っ
て
い
ま
す
。

毎
月
1
日
、
1
7
日
の
祭
儀
斎
行
前
に
は
、
参
列
者
一

同
、
日
本
国
と
世
界
の
平
和
、
御
皇
室
の
弥
栄
を
お
祈

り
し
て
お
り
、
2
6
日
、
2
7
日
、
2
9
日
は
神
職
の
み
の
奉

仕
と
な
り
ま
す
。

令
和
の
御
代
の
記
念
事
業

目
標
金
額
一
千
万
円

工
事
概
要

一
、
本
殿
床
工
事

一
、
道
路
沿
い
洋
式
水
洗
式
工
事
ト
イ
レ
改
築

二

境
内
・
古
木
伐
採
工
事

右
記

工
事
が
い
ま
だ
、
未
着
工
で
あ
り
ま
す
。

御
崇
敬
者
・
御
社
様
に
は
先
の
改
築
工
事
(
社

務
所
・
ご
神
符
授
与
所
)

に
は
御
協
賛
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
弦
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

世
情
厳
し
い
状
況
下
で
は
あ
り
ま
す
が
、
何
卒

皆
様
の
一
層
の
お
力
添
え
を
賜
り
た
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。



さ
る
春
季
例
大
祭

法
\
御
奉
納
に
あ
た
り

(
四
月
十
七
日
)
、
新
陰
流
兵
法
碧
燕
会

六
代
目

津
田
武
左
右
衛
門
正
和
様
に
新
陰
流
兵
法
を
御
奉

納
い
た
だ
き
ま
し
た
。
徳
川
家
康
公
と
新
陰
流
の
由
緒
に
つ
い

て
、
ま
た
伝
承
者
と
し
て
の
思
い
を
寄
稿
下
さ
い
ま
し
た
。

新
陰
流
兵
法
は

ヶ
剣
聖
〃

上
泉
伊
勢

守
信
綱
が
流
祖
の
日
本
を
代
表
す
る
流

派
で
あ
り
、
柳
生
石
舟
斎
宗
厳
が
第
二

世
を
継
承
し
、
石
舟
斎
の
孫
、
柳
生
兵

庫
助
利
厳
は
第
三
世
を
継
承
し
、
御
三

家
筆
頭

尾
張
藩
主

徳
川
義
直
の
剣

術
指
南
役
を
務
め
、
ま
た
、
石
舟
斎
の

五
男
宗
雉
は
、
柳
生
新
陰
流
を
興
し
将

軍
家
の
剣
術
指
南
役
を
務
め
ま
し
た
。

約
五
百
年
に
渡
る
新
陰
流
の
伝
承
が
守

ら
れ
て
き
た
の
は
、
徳
川
幕
府
の
庇
護

に
よ
る
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

徳
川
家
康
公
は
、
武
家
の
統
領
と
も

い
え
る
征
夷
大
将
軍
で
あ
ら
せ
ら
れ
新

陰
流
、
並
び
に
そ
の
分
流
で
あ
る
柳
生

新
陰
流
を
徳
川
御
三
家
の
剣
術
指
南
に

選
ば
れ
た
の
は
、
単
な
る
剣
術
で
な

く
、
天
孫
の
守
護
者
で
あ
る
武
士
の
精

神
を
も
包
括
す
る
そ
の
理
念
こ
そ
武
士

が
学
び
後
世
に
伝
え
る
べ
き
物
と
考
え

た
の
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
度
、
そ
の
家
康
公
を
お
配
り
す

る
東
照
宮
の
例
大
祭
に
お
い
て
奉
納
演

舞
を
さ
せ
て
頂
け
た
こ
と
は
、
新
陰
流

の
伝
承
者
と
し
て
、
こ
れ
以
上
の
名
誉

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

武
神
で
も
あ
る
束
照
大
権
現
に
武
芸

を
奉
納
す
る
感
覚
は
、
今
ま
で
に
な
い

と
て
も
不
思
議
な
感
覚
で
あ
り
、
こ
の

奉
納
演
舞
の
直
後
に
、
六
代
目
津
田
武

左
衛
門
の
名
跡
を
襲
名
さ
せ
て
頂
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

津
田
武
左
衛
門
と
い
う
人
は
、
柳
生

十
兵
衛
の
弟
子
で
伊
賀
の
藩
校
で
あ
る

崇
高
堂
で
新
陰
流
の
指
南
を
さ
れ
て
い

た
人
で
あ
り
、
今
思
え
ば
、
葵
の
御
紋

の
御
前
で
感
じ
た
不
思
議
な
感
覚
と

は
、
天
啓
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今

後
は
新
陰
流
の
伝
承
を
束
照
大
権
現
よ

り
授
か
っ
た
氏
名
と
思
い
よ
り
弘
流
に

励
む
所
存
で
す
。

こ
の
様
な
機
会
を
下
さ
っ
た
稲
葉
宮

司
、
伊
賀
東
照
宮
の
皆
様
方
に
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。
東
照
宮
の
益
々
の
ご
発

展
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

新
陰
流
兵
法
碧
燕
会

六
代
目

津
田
武
左
衛
門
正
和

家康公伊賀越え

四
囲

歴史研究家 ′、.

奉賛会会長

杉本 友幸

信
楽
町
史
年
表
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
年

(
七
三
八
)
、
聖
武
天
皇
の
命
に
よ
り
、
僧

行
基
が
大
光
寺

(
小
川
)

を
開
基
し
た
と
の

伝
承
が
あ
り
ま
す
。
天
平
十
四
年

(
七
四

二
)
、
聖
武
天
皇
が
恭
仁
東
北
道
を
開
き
、

紫
香
楽
宮
の
造
営
に
着
手
さ
れ
ま
し
た
。
天

平
十
六
年
、
紫
香
楽
に
て
大
仏

(
東
大
寺
)

の
鋳
造
が
進
捗
し
ま
す
。
正
応
四
年

(
二
一

九
一
)
、
近
衛
家
基
が
信
楽
に
隠
栖
し
て
高

山
太
郎
と
名
乗
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
多
羅
尾

代
官
の
祖
に
な
り
ま
す
。
近
衛
家
出
自
の
多

羅
尾
家
子
孫
に
多
羅
尾
師
俊

(
父
)

と
多
羅

尾
光
俊

(
子
)

の
親
子
が
い
ま
す
が
、
子
の

多
羅
尾
光
俊
は
、
本
能
寺
の
変
の
三
年
前
に

起
こ
っ
た
伊
賀
の
乱
に
お
い
て
、
織
田
信
長

公
の
命
令
で
、
伊
賀
上
野
と
伊
賀
一
体
の
社

寺
を
焼
き
尽
く
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
多
羅

尾
光
俊
は
名
張
と
小
川
か
ら
攻
め
込
み
、
平
楽

寺
を
多
羅
尾
に
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
平
楽
寺
は

後
に
寺
小
屋
と
な
り
、
現
在
は
多
羅
尾
小
学

校
裏
の
駐
車
場
に
平
楽
寺
址
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
多
羅
尾
光
俊
は
余
生
を
多
羅
尾
代
官

所
で
送
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
家
康
公



(4)

が
逃
げ
て
来
た
の
で
す
。
家
康
公
が
宿
泊
を

し
て
い
る
時
に
、
多
羅
尾
光
俊
は
家
康
公
の

為
に
伊
賀
越
え
の
作
戦
会
議
を
開
き
、
伊
賀

衆
と
甲
賀
衆
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。

伊
賀
丸
柱
の
土
豪
、
宮
田
家
を
道
案
内
に

し
て
、
小
川
城
の
中
ノ
城
か
ら
馬
道
を
通

り
、
多
羅
尾
の
六
呂
川
か
ら
御
斎
峠
で
伊
賀

上
野
を
見
て
、
五
瀬
、
大
沢
か
ら
伊
賀
の
比

曽
河
内
、
音
羽
か
ら
石
川
、
小
杉
を
進
ん
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
別
の
ル
ー
ト
を
通
っ

た
と
す
る
と
、
小
川
城
の
中
ノ
城
か
ら
神

山
、
神
山
神
社
か
ら
笹
ケ
岳
下
、
南
新
田
か

ら
桜
峠
、
丸
柱
、
音
羽
、
石
川
、
小
杉
の
コ

ー
ス
が
考
え
ら
れ
ま
す

(
小
川
城
か
ら
狼
煙

を
上
げ
、
笹
ケ
岳
か
ら
狼
煙
を
上
げ
る
と
柘

植
の
徳
永
寺
ま
で
見
る
こ
と
が
出
来
ま

す
)
。
丸
柱
の
富
田
家
は
名
家
で
徳
川
家
康

公
は
後
に
名
馬
の
早
馬
を
与
え
て
い
ま
す
。

丸
柱
に
は
徳
王
寺
を
建
立
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
小
杉
か
ら
柘
植
の
徳
永
寺
に
向

か
い
ま
し
た
。
家
康
公
は
上
柘
植
宿
の
徳
永立葵紋を授かる徳永寺

寺
で
休
息
し
、
住
職

(
中
興
開
山
崇
徳
)

の

供
応
を
喜
び
、
新
た
な
る
寺
領
を
寄
進
し
た

上
、
立
葵
紋
を
授
け
ま
し
た
。
後
に
徳
永
寺

に
は
歴
代
の
藤
堂
藩
主
か
ら
十
通
の
施
人
文

が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
葵
の
御
紋
の
使
用
が

許
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
大
和
街
道
を
行
く
と
、
都
美
恵

神
社
に
は
大
神
宮
「
天
照
皇
大
神
百
月
参
」

と
刻
ま
れ
た
碑
と
石
灯
寵
が
残
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
一
ツ
家
の
地
蔵
。
こ
れ
は
自
然

石
に
描
か
れ
た
二
体
の
お
地
蔵
さ
ん
で
、
徳

川
家
康
公
が
前
を
通
っ
た
と
言
い
伝
え
が
あ

り
ま
す
。
次
い
で
鹿
伏
兎

(
加
太
)

城
跡
を
通

り
ま
す
が
、
鹿
伏
兎
城
は
南
北
朝
時
代
に
現

在
の
鈴
鹿
市
亀
山
市
関
町
の
大
部
分
を
領
有

し
て
い
た
関
五
家
の
一
つ
で
あ
る
鹿
伏
兎
氏

の
居
城
で
あ
り
、
関
氏
六
代
盛
政
の
四
男
、

四
郎
盛
宗

(
鹿
伏
兎
氏
の
祖
)

が
建
立
し
た

黒
い
山
門
を
備
え
た
禍
福
寺
が
建
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
お
寺
で
す
。

関
町
か
ら
亀
山
、
金
王
道
、
江
神
社
、
三
宅

町
、
伊
奈
富
神
社
、
福
楽
寺
と
進
ん
で
、
家

康
公
一
行
は
勢
州
白
子
の
浜
に
た
ど
り
着
き

ま
し
た
。

こ
の
時
、
神
戸
城
主
で
あ
っ
た
織
田
信
孝

は
柴
田
勝
家
と
通
じ
て
家
康
公
一
行
を
絡
め

捕
る
た
め
、
ア
リ
の
這
い
出
る
ス
キ
間
も
な

い
ほ
ど
の
捜
査
を
行
い
、
農
家
を
は
じ
め
魚

場
一
帯
に
高
札
を
立
て
ま
し
た
。
暗
夜
を
待

っ
て
一
農
家
の
戸
を
た
た
い
た
家
康
公
一
行

は
、
尾
州
常
滑
の
浜
ま
で
渡
る
た
め
の
船
便

を
求
め
ま
し
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
小
川
姓
を

名
乗
る
孫
三
と
い
う
農
夫
が
命
に
代
え
て
舟

渡
し
を
約
し
ま
し
た
。
家
康
公
は
白
子
の
浜

の
思
い
出
に
と
、
鹿
伏
兎
の
守
り
神
で
あ
っ

た
一
寸
八
分
の
観
音
像
を
、
白
子
江
島
の
八

幡
神
社
に
献
納
し

(
今
も
現
存
し
て
い
ま

す
)
、
孫
三
の
水
先
案
内
で
矢
作
川
か
ら
岡

崎
城
へ
無
事
到
着
し
ま
し
た
。

岡
崎
で
家
康
公
と
別
れ
た
孫
三
は
、
熱
田

か
ら
桑
名
の
地
に
至
り
、
陸
路
故
郷
の
土
を

踏
む
べ
く
旅
を
続
け
て
来
た
と
こ
ろ
、
長
大

ノ
浦
の
街
道
で
家
康
公
を
逃
が
し
た
疑
い
が

か
け
ら
れ
、
身
辺
の
危
険
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
白
子
の
浜
で
献
身
の
功
を
積
ん
だ

孫
三
の
心
情
に
報
い
る
た
め
、
家
康
公
は
所

領
藤
枝
の
宿
に
孫
三
の
身
を
潜
め
さ
せ
、
天

正
十
四
年
八
月
十
四
日
に
「
こ
の
地
を
ふ
る

里
を
し
の
ぶ
白
子
と
名
づ
け
て
、
永
住
せ

よ
。
諸
役
の
負
担
を
免
除
す
る
」
と
認
め
、

御
朱
印
を
贈
り
ま
し
た
。
小
川
孫
三
は
知
人

に
頼
ん
で
、
静
岡
の
新
白
子
藤
枝
に
妻
子
を

呼
び
寄
せ
ま
し
た
が
、
長
女
だ
け
は
三
重
県

鈴
鹿
の
白
子
に
残
り
、
後
に
尾
崎
家
に
嫁
ぎ

ま
し
た
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
、
三
重
県

鈴
鹿
市
白
子
町
の
尾
崎
家
と
町
内
会
、
そ
し

て
静
岡
県
藤
枝
市
白
子
町
の
小
川
家
と
町
内

会
が
藤
枝
市
白
子
町
に
お
い
て
交
流
会
を
開

き
ま
し
た
。

家
康
が
大
阪
か
ら
岡
崎
に
向
か
う
間
に
貢

献
し
た
寺
と
人
を
挙
げ
る
と
、
星
田
の
平
井

家
、
小
川
城
主
多
羅
尾
光
俊
、
丸
柱
・
宮
田

家
、
宇
治
田
原
・
遍
照
院
、
柘
植
・
徳
永

寺
、
加
太
・
神
祇
寺
、
小
川
孫
三
、
江
島
八

幡
神
社
と
な
り
、
江
島
八
幡
神
社
に
は
舟
で

江
戸
か
ら
渡
っ
て
き
た
百
二
十
点
の
絵
馬
が

あ
り
ま
す
。

家
康
公
は
江
戸
を
開
府
し
江
戸
城
を
建
造

す
る
際
、
伊
賀
越
え
の
苦
労
を
偲
び
、
城
内

を
小
川
城
に
見
立
て
て
中
ノ
門
、
中
ノ
城
を

作
り
、
服
部
半
歳
の
功
績
を
称
え
半
蔵
門
を

作
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
研
究

す
る
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

(
完
)

繕
び
に

令
和
五
年
年
明
け
か
ら
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ

「
ど
う
す
る
家
康
」
放
送
に
つ
き
、
限
定
御
朱

印
授
与
が
大
き
な
反
響
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

記
念
奉
納
と
し
て
春
の
例
大
祭
に
、
御
祭
神

徳
川
家
康
公
ご
神
前
に
て
、
御
三
家
の
指
南
役

に
え
ら
ば
れ
た
、
新
陰
流
兵
法
の
技
に
、
参
列

者
一
同
一
瞬
息
を
の
む
、
迫
力
と
緊
張
感
の
境

内
で
し
た
。

(
御
奉
納
名
)

新
陰
流
兵
法
碧
燕
会

会
長

横
田
正
和
様

師
範

山
下
真
一
様

御
奉
納
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

会
長

横
田
正
和
様
に
は
、
四
月
に
は
新
陰

流
兵
法
六
代
目
津
田
武
左
衛
門
を
襲
名
さ
れ
ま

し
た
。

誠
に
お
め
で
た
く
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
し
て
、

今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
御
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

㊨伊賀東嬰宮
〒518-0219 三重県伊賀市老川1103-2

TEL O595-55-2512 FAX O5?5-55-2918

http:〃www.iga-tOuShougu.com/

年内受付けております。七五三のご祈祷

※特別祈祷・各種ご祈祷致します。

※各種出張祭を受付けております。

地鎮祭、解体祭、入居祓、竣工祭、宅神祭

神棚の月参り等


